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（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設ユニットケア泉（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定された

入居者（以下「入居者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、入居者がその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、入居者の居宅

における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供し、一方、入居者及び入居

者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り

決めることを、本約款の目的とします。 

① 包括的ケアサービス施設 

入居者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるよう チームで支援します。そのた 

め、入居者に応じた目標と支援計画を立て、 必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供し 

ます。 

② リハビリテーション施設 

体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など 生活機能向上を目的に、 

集中的な維持期リハビリテーションを行います。 

③ 在宅復帰施設 

脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種から なるチームケアを行い、 

早期の在宅復帰に努めます。 

④ 在宅生活支援施設 

自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入居や通所・訪問 リハビリテーションなどの 

サービスを提供するとともに、他サービス機関と 連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減 

に努めます。 

⑤ 地域に根ざした施設 

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。 市町村自治体や 

各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また 

、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。 

一方、入居者及び身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて 

取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

  （適用期間） 

  第２条 １ 本約款は、入居者が介護老人保健施設入居利用同意書を当施設に提出したときから効力を有し 

ます。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 

       ２ 入居者は、前項に定める事項の他、本約款及び『重要事項説明書』の改定が行われない限り、 

初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。 
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（身元引受人） 

第３条  

１ 入居者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、入居者が身元引受人を立て

ることができない相当の理由がある場合を除きます。 

  ① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）であること 

  ② 弁済をする資力を有すること 

２ 身元引受人は、入居者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を入居者と連帯して支払

う責任を負います。 

３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 入居者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力するこ

と。 

② 入居利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は入居者が死亡した場合

の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、

当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。 

４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の入

居者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、

当施設は、入居者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受

人を立てることを求めることができます。但し、第１項但書の場合はこの限りではありません。 

  ５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未

払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来してい

るものの額に関する情報を提供します。 
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  （入居者からの解除） 

  第４条   入居者及び身元引受人は当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に基づき入居

利用を解除・終了することができます。 

 

  （当施設からの解除） 

  第５条   当施設は、入居者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入居利用を解

約・終了することができます。 

         ① 入居者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

         ② 当施設において定期的に実施される入居継続検討会議において、当施設を退所して居宅に 

おいて生活ができると判断された際には、居宅への退所をしていただきます。居宅での生活 

が困難と申出があった場合には当法人グループ施設（特別養護老人ホーム思行園、グルー 

プホーム広瀬の郷）への転居、もしくは他施設への転居をしていただきます。 

         ③ 入居者の病状、心身状態等が悪化し、当施設での適切な介護保険施設サービスの提供を超 

える入院となった場合 

（但し、２週間以内に退院の場合は再入所の受入を最優先で行う。） 

         ④ 入居者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を１ヶ月以上滞納し、その支払いを督促

したにも関わらず３０日間以内に支払われない場合 

         ⑤ 天災、災害、施設設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができ 

ない場合 

         ⑥ 入居者及び身元保証人が、次の１～７に規定するハラスメント行為及びそれに類する行為がな 

され、事業者がその是非を求め、事業者として取り得る防止策を講じても、入居者及びその家 

族によるハラスメント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合 

１ 暴行 殴る、蹴る、つねる など 

２ 暴言 「死ね」、「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉を言う 

３ 威嚇 
近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去

を示したり、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える 

４ セクハラ 
必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す、ヌー

ド写真を見せる など 

５ 過度な要求 
職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要

求 など 

６ プライバシー侵害 
職員の許可なくその撮影をして SNS 上に投稿する、執拗に個人情報

を尋ねる など 

７ その他 上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為 
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（利用料金） 

第６条 １ 入居者及び身元引受人は、連帯して当施設に対し、本約款に基づく介護保険施設サービスの

対価として、重要事項説明書の料金を基に計算された月ごとの合計額及び入居者が個別に利

用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。 

        ２ 入居者及び身元引受人は、前月料金の合計額の請求書金額を、連帯して翌月の２５日までに当

施設に対し支払うものとします。なお、支払いの方法は当施設指定銀行による自動引き落としを

原則とします。 

        ３ 当施設は、入居者又は身元引受人から、利用料金の支払いを受けたときは、入居者及び身元引

受人が指定する送付先に対して、領収書を送付します。 

        ４ 退所される際は退所時に、退所日までの利用料金を精算させて頂きます。 

        ５ 利用料金を滞納した場合は、別に定める未納者対策要項により対応することになります。 

 

   （記録） 

   第７条 １ 当施設は、入居者の介護保険サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後５ 

年間は保管します。 

        ２ 当施設は、入居者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。 

但し、身元引受人その他の者（入居者の代理人を含みます。）に対しては、入居者の承諾及びそ

の他必要を認められた場合に限り、これに応じます。 

 

   （身体の拘束等） 

   第８条   当施設は、原則として入居者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊 

急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他入居者の行動を抑制する行為を行う 

ことがあります。この場合には、身体拘束その他の行動制限廃止マニュアルに基づいた対応を行 

い、その際の入居者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 

 

   （秘密の保持及び個人情報の保護） 

   第９条 １ 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護法方針に基づき、業務上知り得た入居者又は保 

証人、その家族等に関する個人情報の入居目的を下記のとおりに定め適切に取り扱います。正当 

な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号については法令上、介護関係事業者が行うべ 

き業務として明記されていることから、情報提供を行うこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所等との連携 

③ 入居者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④ 入居者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合） 

       ２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。 
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   （緊急時の対応） 

   第１０条 １ 当施設は、入居者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療

機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

        ２ 当施設は、入居者に対し、当施設における介護保険サービスでの対応が困難な状態、又は、専 

門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

        ３ 前２項の他、入居利用中に入居者の心身の状態が急変した場合、当施設は、入居者及び身元

引受人が指定する人に対し、緊急に連絡します。 

 

   （事故発生時の対応） 

   第１１条 １ サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は入居者に対し必要な措置を講じます。 

         ２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、 

協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

         ３ 前２項のほか、当施設は入居者、家族、または保証人が指定する者及び保険者が指定する行 

政機関に対して速やかに連絡します。 

 

   （要望又は苦情等の申出） 

   第１２条   入居者及び身元引受人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦

情等について、担当支援相談員・支援専門員に申し出る事ができ、又は、備付けの用紙、管理

者宛の文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 

 

   （賠償責任） 

   第１３条 １ 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、入居者が損害を 

被った場合、当施設は、入居者に対して、損害を賠償するものとします。 

         ２ 入居者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、入居者及び身元引受人は、

連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

   （利用契約に定めのない事項） 

   第１４条   この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、入居 

者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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附則：この約款は平成２０年１２月 １日より施行します。 

附則：この約款は平成２１年 ４月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２１年 ６月２４日より改定します。 

附則：この約款は平成２１年 ７月２３日より改定します。 

附則：この約款は平成２２年１０月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２３年 １月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２４年 ４月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２４年 ８月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２６年 ４月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２６年 ４月１６日より改定します。 

附則：この約款は平成２６年 ９月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２６年１０月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２７年 ４月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２７年 ６月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２７年 ７月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成２９年 ４月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成３０年 ４月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成３０年 ７月 １日より改定します。 

附則：この約款は平成３１年 ４月 １日より改定します。 

附則：この約款は令和 １年 ６月 １日より改定します。 

附則：この約款は令和 １年１０月 １日より改定します。 

附則：この約款は令和 ２年 ４月 １日より改定します。 

附則：この約款は令和 ３年 ８月 １日より改定します。 

附則：この約款は令和 ４年 ８月 １日より改定します。 

附則：この約款は令和 ５年 １月 １日より改定します。 

附則：この約款は令和 ５年 ４月 １日より改定します。 

      附則：この約款は令和 ５年１０月 １日より改定します。 

      附則：この約款は令和 ６年 ４月 １日より改定します。 

      附則：この約款は令和 ６年 ８月 １日より改定します。 

      附則：この約款は令和 ６年 ９月 １日より改定します。 

      附則：この約款は令和 ７年 １月 １日より改定します。 

       附則：この約款は令和 ７年 ６月 １日より改定します。 

      附則：この約款は令和  ８年 ４月 １日より改定します。 

      附則：この約款は令和  ８年 ６月 １日より改定します。 
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個人情報の利用目的 

（令和８年 ４月 １日 現在） 

 

   介護老人保健施設ユニットケア泉では、入居者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりして 

いる個人情報について、利用目的を以下の通りと定めます。 

 

 【入居者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

 ・当施設が入居者等に提供する介護サービス 

 ・介護保険事務 

 ・介護サービスの入居者に係る当施設の管理運営業務のうち 

   ①入退所等の管理 ②会計・経理 

   ③事故等の報告   ④当該入居者への介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

 ・当施設が入居者等に提供する介護サービスのうち 

   ①入居者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携 

    （サービス担当者会議等）、照会への回答 

   ②入居者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

   ③検体検査業務の委託その他の業務委託 

   ④家族等への心身の状況説明 

 ・介護保険事務のうち 

   ①保険事務の委託 

   ②審査支払機関へのレセプトの提出 

   ③審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

 ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

 【上記以外の利用目的】 

 〔当施設内部での利用に係る利用目的〕 

 ・当施設の管理運営業務のうち 

   ①医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

   ②当施設において行われる学生の実習への協力 

   ③当施設において行われる事例研究 

 〔他の事業所等への情報提供に係る利用目的〕 

 ・当施設の管理運営業務のうち 

  １、外部監査機関への情報提供 

  ２、前項に掲げる事項は利用終了後も同様の扱いとします。 

  ３、提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適切な保管に努めます。また、資料を所持す 

る必要が無くなった時は、保管期限到来日に責任をもって破棄します。 
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重要事項説明〔施設介護サービス〕 

 

  あなたの申出によりサービス提供を開始するにあたり、厚生省令第４０号第５条によって、私たちがあなたに説

明すべき事項を、次の通り確認させていただきます。 

 

１、事業者 

事業者の氏名 医療法人 共和会 

法人所在地 仙台市青葉区上愛子字上遠野原９－７６ 

法人種別 医療法人 

代表者氏名 理事長 石附壮三（イシヅキソウゾウ） 

電話番号 ０２２－３９２－６６３１ 

設立年月日 平成元年６月７日 

 

２、ご利用施設 

施設の名称 介護老人保健施設 ユニットケア泉 

施設の所在地 仙台市泉区大沢３－５－５ 

施設長名 鈴木正人（スズキマサヒト） 

電話番号 ０２２－７７１－８８１１ 

ファックス番号 ０２２－７７１－８８０１ 

設立年月日 平成１６年５月１日 

 

３、ご利用施設及び合わせて実施する事業 

事業の種類 
宮城県知事の事業者指定 

利用定数 
指定年月日 指定番号 

施設 介護老人保健施設 平成１６年５月１日 ０４５５５８００４３号 １００人 

併設 
通所リハビリテーション 平成１６年５月１日 ０４７５５０１２３５号 休止中 

短期入所療養介護 平成１６年５月１日 ０４５５５８００４３号 適当数 

 

４、事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

この事業は、入居者１人１人の意思及び人格を尊重し、施設サービ

ス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて

入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよ

う配慮しながら看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練

その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにとり、各ユ

ニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常

生活を営むことを目的とする。 

運営の方針 

入居時より在宅への復帰を前提に看護・介護計画を作成させてい

ただいております。ご家族の方にも施設サービス計画書などにご意

見と同意をいただきます。また、老健施設として病院から家庭への

中間施設の役割も担っており、ご家族にも在宅に向けてのご理解を

いただき、住居環境の整備なども整えていただき、ご自宅生活への

円滑な復帰にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 



10 

 

５、施設の概要 

敷地 ５、２３９、６２㎡ 

建物 
構造 鉄筋コンクリート造４階建〔耐火建築〕 

延床面積 ５、２８１、８５㎡ 

 

 （１）療養室 （全室個室：１００室） 

   当施設では以下の療養室・設備をご用意しています。 

療養室の種類 室数 面積（㎡） 

一般室 ５０ ６４５．１２ 

特別室（備品類常設） ５０ ６６９．４４ 

合計 １００ １、３１４．５６ 

 

 （２）主な設備 

主な設備 室数 面積（㎡） 設備等 

食堂（１階） １室 １１８．２６ デイケアセンター内の一部を使用 

食堂（２階） ３室 ９７．７６ 各ユニット内、ホールの一部を使用 

食堂（３階） ３室 ９７．７６ 各ユニット内、ホールの一部を使用 

食堂（４階） ３室 ９７．７６ 各ユニット内、ホールの一部を使用 

大浴場 

１階 １ヶ所 ３０．１９ 機械浴１基、入浴槽 

中浴場 

２階 １ヶ所 ２７．２８ 個浴基１台 

３階 １ヶ所 ２７．２８ 個浴基１台 

４階 １ヶ所 ２７．２８ 個浴基１台 

特殊浴室 

３階 １ヶ所 ２７．２８ 機械浴１基 

個人浴場 

２階 ３箇所 １３．６  

３階 ３箇所 １３．６  

４階 ３箇所 １３．６  

診察室 １室 ２１．６９  

機能訓練室 １ヶ所 １４４．５２ 理学・リハビリ機器 

家族介護教室 １室 ４９．５０  

談話室（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ） ９室 ２９６．５８ 各階ユニット内ホールの一部を使用 

家族相談室 １室 １６．２４  

ボランティア会議室 １室 ３１．１２  

キッチン ９ヶ所 ８６．３４  

調理室（厨房） １ヶ所 １２６．７８  
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６、職員体制（主たる職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 指定基準 

１、施設長（兼） １名 

２、医師（兼） １名 

３、歯科医師 ０名 

４、歯科衛生士 ０名 

５、事務長 適当数 

６、薬剤師 ０．３名 

７、看護職員(正・准看護師) 
３４名 

８、介護職員(介護福祉士含む) 

９、介護支援専門員 １名 

１０、支援相談員 １名 

１１、作業・理学療法士 １名 

１２、管理栄養士 １名 

１３、事務員 適当数 

１４、管理宿直員 適当数 

１５、調理員 適当数／外部委託 

合計 ４０．３ 
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７、職員の勤務体制（主な職種の勤務体制） 

職種 勤務体制 

１、施設管理者 兼 医師 週４日 ８：３０～１７：３０ １名 

２、事務長 ・ 標準的な時間帯における最低配置人員（いずれかの勤務） 

早番 ７：００～１６：００ 適当数 

日勤 ８：３０～１７：３０ 適当数 

遅番 １０：００～１９：００ 適当数 

３、看護職員 

  早番・遅番・夜勤 

  通年右記の配置の勤務体制 

・ 標準的な時間帯における最低配置人員 

A 早番  ７：００～１６：００ １名 

B 早番  ６：００～１５：００ １名 

A 遅番 １０：００～１９：００ １名 

B 遅番 １１：００～２０：００ 1 名 

A 夜勤 １６：００～１０：００ １名 

B 夜勤 １８：００～ ８：００ １名 

日勤  ８：３０～１７：３０ 適当数 

※早番、遅番、夜勤については A もしくは B を適宜変更する場合が

あります。 

４、介護職員 

  早番・遅番・夜勤 

  通年右記の配置の勤務体制 

・ 標準的な時間帯における最低配置人員 

A 早番  ７：００～１６：００ １名 

B 早番  ６：００～１５：００ １名 

A 遅番 １０：００～１９：００ １名 

B 遅番 １１：００～２０：００ 1 名 

A 夜勤 １６：００～１０：００ ５名 

B 夜勤 １８：００～ ８：００ ５名 

日勤  ８：３０～１７：３０ 適当数 

遅２  １０：００～１６：００ 適当数 

※早番、遅番、夜勤については A もしくは B を適宜変更する場合が

あります。 

５、支援相談員 ・ 標準的な時間帯における最低配置人員（いずれかの勤務） 

日～土曜日 早番 ７：００～１６：００ 適当数 

日～土曜日 日勤 ８：３０～１７：３０ 適当数 

日～土曜日 遅番 １０：００～１９：００ 適当数 

６、理学療法士 

作業療法士 

・ 標準的な時間帯における最低配置人員 

 日～土曜日 ８：３０～１７：３０ １名 

７、介護支援専門員 ・ 標準的な時間帯における最低配置人員（いずれかの勤務） 

日～土曜日 早番 ７：００～１６：００ 適当数 

日～土曜日 日勤 ８：３０～１７：３０ 適当数 

日～土曜日 遅番 １０：００～１９：００ 適当数 

８、管理栄養士 日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 適当数 

９、事務職員 日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 適当数 

１０、管理宿直員 通年 １７：３０～ ８：３０ 適当数 
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８、施設サービスの概要 

 （１）介護保険給付サービス 

種類 内容 

施設サービス計画立案 

・ 『どのような介護サービスを提供すれば家庭に復帰できる状態に

なるか』という施設サービス計画書に基づいてサービスが提供され

ます。この計画は、入居者に関するあらゆる職種の職員の協議によ

って作成されますが、その際、ご本人・保証人の希望を十分取り入

れ、また、計画の内容については同意を得て交付をさせていただき

ます。 

医療・看護 

・ 当施設の医師の医療方針に基づき、入居者の医療処方、処置と

看護を行います。 

・ 医師が定期的に診察し、体調不良者は状態に応じて診察致しま

す。 

・ 緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任を

もって引き継ぎます。 

・ 入居者が外部の医療機関に通院する場合は、ご家族のご協力を

お願いします。救急搬送時には施設職員が付き添います。ご家族

は病院まで駆けつけて頂きます。 

機能訓練 

・ 機能訓練指導員による入居者の状況に適合した機能訓練を行

い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 

・ ３ケ月ごとに個別リハビリテーション実施計画書を作成し進捗状況

を定期的に評価し、必要に応じて見直しを行う。 

・ 当施設の保有するリハビリ器具移動式平行棒、訓練用マット、訓

練用歩行器、マイクロ、パワーリハ、ピックアップ歩行器など。 

食事 

・ 管理栄養士は栄養ケア計画書をもとに、栄養と入居者の身体状

況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

・ 食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮し

ます。 

・ 入居者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計

画を作成し、進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直しを行

います。 

（食事時間） 

朝食  ７：３０～ ８：３０ 

昼食 １２：００～１３：００ 

夕食 １７：３０～１８：３０ 

おやつ １５：３０～ 

入浴 

・ 入居者のご希望に応じ入浴又は清拭を行います。 

(一般浴、個浴、機械浴、清拭) 

・ 入居者の身体状況に合わせた入浴方法を提供致します。 

排泄 
・ 入居者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立

についても適切な援助を行います。 

離床、着替え整容等 

・ 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をしま

す。 

・ シーツ交換は、週１回以上実施します。 
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（１）介護保険給付サービス（続き） 

種類 内容 

健康管理 

・ 入居者の健康管理を常時、全スタッフが配慮しています。 

・ 体温の調節等、移住環境の自己管理を促進するため、施設内の冷暖房は

時間差運転等により最小限の使用にとどめております。 

相談及び援助 

・ 当施設は、入居者およびそのご家族からのいかなる相談についても誠意を

もって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

（相談窓口）支援相談員、支援専門員 

社会生活上の便宜 

・ 当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りあ

るものとするため、適宜レクリエーション行事を企画します。 

・ 主なレクリエーション行事  ※別紙年間行事計画のとおり。 

・ 行政機関に対する手続きが必要な場合には、入居者およびご家族の状況

によっては、代わりに行います。 

 

 （２）介護保険給付外サービス 

サービスの種類 内容 

理容・美容 ・ 理美容師の出張による理髪サービスを利用いただけます。 

洗濯 ・ 私物の洗濯を業者に依頼する事ができます。 

クラブ活動 ・ 希望するクラブ活動に参加する事が出来ます。（材料費自己負担） 
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９、利用料 

 （１）当施設が提供するサービスの利用料金は次の区分でご負担いただきます。 

   ①利用料金が介護保険から給付される場合には入居者負担は１０％（１割）もしくは２０％（２割）もしくは３０％

（３割）となります。 

   ②２０％（２割）負担となる方は、６５歳以上で一定以上の所得（合計所得金額１６０万円〈単身で年金収入の 

みの場合年収２８０万円〉以上を基本とする）がある方の入居者が対象となります。 

   ③３０％（３割）負担となる方は、６５歳以上で現役世代並みの取得（合計所得金額が２２０万以上かつ同一世 

帯の第１号被保険者全員の課税年金収入+年金以外の合計所得金額が１人の場合３４０万円以上、２人 

以上の場合４６３万円以上）がある方の入居者が対象となります。 

   ④利用料金が全額入居者負担となる介護保険サービス費用があります。 

 

 （２）長期入所  介護老人保健施設利用料金 

ユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ（ⅰ） 基本型 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円） 【１割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８、２３６ ８、７０８ ９、３７６ ９、９４１ １０、４５４ 
自己負担額 （六級地 １日あたり 単位：円） ８２４ ８７０ ９３８ ９９４ １、０４５ 

 

ユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ（ⅰ） 基本型 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円） 【２割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８、２３６ ８、７０８ ９、３７６ ９、９４１ １０、４５４ 
自己負担額 （六級地 １日あたり 単位：円） １、６４７ １、７４２ １、８７５ １、９８８ ２、０９１ 

 

ユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ（ⅰ） 基本型 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円） 【３割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８、２３６ ８、７０８ ９、３７６ ９、９４１ １０、４５４ 
自己負担額 （六級地 １日あたり 単位：円） ２、４７１ ２、６１３ ２、８１３ ２、９８２ ３、１３６ 

 

ユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ（ⅰ） 在宅強化型 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円） 【１割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８、９９６ ９、７７７ １０、４５４ １１、０６０ １１、６０５ 
自己負担額 （六級地 １日あたり 単位：円） ９００ ９７８ １、０４５ １、１０６ １、１６１ 

 

ユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ（ⅰ） 在宅強化型 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円） 【２割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８、９９６ ９、７７７ １０、４５４ １１、０６０ １１、６０５ 
自己負担額 （六級地 １日あたり 単位：円） １、７９９ １、９５５ ２、０９１ ２、２１２ ２、３２１ 

 

ユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ（ⅰ） 在宅強化型 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円） 【３割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８、９９６ ９、７７７ １０、４５４ １１、０６０ １１、６０５ 
自己負担額 （六級地 １日あたり 単位：円） ２、６９９ ２、９３３ ３、１３６ ３、３１８ ３、４８２ 
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 （３）長期入所  介護保健施設サービス費用 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円） 

算定項目 １割負担 ２割負担 ３割負担 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） ５２ １０５ １５７ 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ５２ １０５ １５７ 

短期集中リハビリ加算（Ⅰ） 

（１日につき）（入所より３ヶ月以内） 
２６５ ５３０ ７９５ 

短期集中リハビリ加算（Ⅱ） 

（１日につき）（入所より３ヶ月以内） 
２０６ ４１１ ６１７ 

認知症短期集中リハビリ加算（Ⅰ） 

（１日につき）（入所より３ヶ月以内） 
２４６ ４３９ ７３９ 

認知症短期集中リハビリ加算（Ⅱ） 

（１日につき）（入所より３ヶ月以内） 
１２３ ２４７ ３７０ 

再入所時栄養連携加算（１人につき１回を限度） ４１１ ８２２ １、２３３ 

外泊時費用（６日限度） ３７２ ７４４ １、１１６ 

初期加算（Ⅰ）（１日につき）（入所３０日） ６２ １２４ １８５ 

初期加算（Ⅱ）（１日につき）（入所３０日） ３１ ６２ ９３ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１日につき） ２３ ４５ ６８ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（１日につき） １８ ３７ ５５ 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１日につき） ６ １２ １８ 

夜勤職員配置加算（１日につき） ２５ ５０ ７４ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ） 加算率：９．０％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ） 加算率：９．７％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱイ） 加算率：８．６％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱロ） 加算率：９．３％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 加算率：６．９％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 加算率：５．９％ 

ターミナルケア加算（死亡３１日前～４５日前） ７４ １４８ ２２２ 

ターミナルケア加算（死亡４日前～３０日前） １６５ ３２９ ４９３ 

ターミナルケア加算（死亡日前々日、前日） ９３４ １、８６９ ２、８０４ 

ターミナルケア加算（死亡日） １、９５２ ３、９０３ ５、８５４ 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４６３ ９２５ １、３８７ 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４９３ ９８６ １、４７９ 

栄養マネジメント強化加算 １１ ２２ ３３ 

低栄養リスク改善加算 ３０９ ６１７ ９２５ 

経口移行加算（１日につき）（経口移行計画１８０日） ２９ ５８ ８７ 

経口維持加算（Ⅰ）（１月につき） ４１１ ８２２ １、２３３ 

経口維持加算（Ⅱ）（１月につき） １０３ ２０６ ３０９ 

口腔衛生管理加算（１月につき） ９３ １８５ ２７８ 

療養食加算（１日につき３回を限度） ６ １２ １８ 

緊急時治療管理（１日につき） ５２５ １、０５０ １、５７５ 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０６ ４１１ ６１７ 

所定疾患施設療養費（Ⅰ） ２４２ ４８３ ７２４ 

所定疾患施設療養費（Ⅱ） ４８８ ９７６ １、４６４ 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） ３ ６ ９ 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）（３月に１回を限度） １３ ２７ ４０ 

排せつ支援加算（Ⅰ） １０ ２０ ３１ 

排せつ支援加算（Ⅱ） １６ ３１ ４７ 

排せつ支援加算（Ⅲ） ２１ ４１ ６２ 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ １４３ ２８７ ４３１ 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ ７１ １４３ ２１５ 
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 （３）長期入所  介護保健施設サービス費用 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円）（続き） 

算定項目 １割負担 ２割負担 ３割負担 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） ２４６ ４９３ ７３９ 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） １０３ ２０６ ３０９ 

在宅サービスを利用したときの費用 

（１月に６日を限度） 
８２２ １、６４４ ２、４６５ 

試行的退所時指導加算 ４１１ ８２２ １、２３３ 

退所時情報提供加算（Ⅰ） ５１４ １、０２７ １、５４１ 

退所時情報提供加算（Ⅱ） ２５７ ５１３ ７７０ 

退所前連携加算 ５１４ １、０２７ １、５４１ 

訪問看護指示加算 ３０９ ６１７ ９２５ 

協力医療機関連携加算 

（要件満たす場合、２０２４年度） 
１０３ ２０６ ３０９ 

協力医療機関連携加算 

（要件満たす場合、２０２５年度～） 
５１ １０３ １５４ 

協力医療機関連携加算 

（要件満たさない場合） 
５ １０ １６ 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０ ２０ ３１ 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５ １０ １６ 

新興感染症等施設療養費 ２４６ ４９３ ７３９ 

業務継続計画未実施減算 所定単位数の１００分の３に相当する単位数 

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の１００分の３に相当する単位数 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １５４ ３０８ ４６２ 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １２３ ２４７ ３７０ 

退所時栄養情報連携加算 ７１ １４３ ２１５ 

自立支援促進加算 ３０９ ６１７ ９２５ 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４１ ８２ １２３ 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ６２ １２３ １８５ 

安全対策体制加算 ２１ ４１ ６２ 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０３ ２０６ ３０９ 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０ ２０ ３１ 

介護保険適用外 

ユニット型個室居住費 ２、５００ 

ユニット型特別室料 １、０００ 

食費 ２、２００ 

クラブ活動費 希望者実費 

行事食希望者実費 希望者実費 

洗濯代 希望者実費 
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（４）短期入所  介護老人保健施設利用料金 

   ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ（ⅰ） 基本型 【１割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８，５８５ ９，０６８ ９，７３６ １０，３００ １０，８４５ 
自己負担額（六級地 １日あたり 単位：円） ８５９ ９０７ ９７４ １，０３０ １，０８５ 

 

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ（ⅰ） 基本型 【２割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８，５８５ ９，０６８ ９，７３６ １０，３００ １０，８４５ 
自己負担額（六級地 １日あたり 単位：円） １，７１７ １，８１４ １，９４７ ２，０６０ ２，１６９ 

 

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ（ⅰ） 基本型 【３割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ８，５８５ ９，０６８ ９，７３６ １０，３００ １０，８４５ 
自己負担額（六級地 １日あたり 単位：円） ２，５７６ ２，７２１ ２，９２１ ３，０９０ ３，２５４ 

 

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ（ⅰ） 在宅強化型 【１割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ９，３０４ １０，０９５ １０，７６３ １１，３５８ １１，９６４ 
自己負担額（六級地 １日あたり 単位：円） ９３０ １、０１０ １、０７６ １，１３６ １，１９６ 

 

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ（ⅰ） 在宅強化型 【２割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ９，３０４ １０，０９５ １０，７６３ １１，３５８ １１，９６４ 
自己負担額（六級地 １日あたり 単位：円） １，８６１ ２，０１９ ２，１５３ ２，２７２ ２，３９３ 

 

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ（ⅰ） 在宅強化型 【３割】 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設利用料金 ９，３０４ １０，０９５ １０，７６３ １１，３５８ １１，９６４ 
自己負担額（六級地 １日あたり 単位：円） ２，７９１ ３，０２９ ３，２２９ ３，４０８ ３，５８９ 
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 （５）短期入所  介護老人保健施設サービス費用 （１人 １日当たり ご負担額 単位：円） 

算定項目 １割負担 ２割負担 ３割負担 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） ５２ １０５ １５７ 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ５２ １０５ １５７ 

個別リハビリテーション実施加算 

（１日につき） 
２４７ ４９３ ７４０ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１日につき） ２３ ４５ ６８ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（１日につき） １８ ３７ ５５ 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１日につき） ６ １２ １８ 

夜勤職員配置加算（１日につき） ２５ ５０ ７４ 

栄養マネジメント強化加算 １１ ２２ ３３ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ） 加算率：９．０％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ） 加算率：９．７％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱイ） 加算率：８．６％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱロ） 加算率：９．３％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 加算率：６．９％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 加算率：５．９％ 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０３ ２０６ ３０９ 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０ ２０ ３１ 

療養食加算（１日につき３回を限度） ７ １２ １９ 

（１）緊急時治療管理 ５２５ １、０５０ １、５７５ 

（２）特定治療 診療報酬点数表に定める点数 

介護保険適用外 

ユニット型個室居住費 ２、５００ 

ユニット型特別室料 １、０００ 

食費 ２、２００ 

クラブ活動費 希望者実費 

行事食希望者実費 希望者実費 

洗濯代 希望者実費 
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（６）負担料の減免制度 

○ 入居者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階の入居者には 

負担軽減策が設けられています。 

 

○ 入居者が「入居者負担」のどの段階に該当するかは市区町村が決定します。第１～第３段階の認定を受け 

るには、入居者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地の市区町村に申請し、市区町村より「介 

護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。 

この入居者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提 

示がないと一旦、「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになります。 

（「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります） 

 

○ 入居者負担第１・第２・第３段階に該当する入居者とは、おおまかには、介護保険料段階の第１・第２・第３ 

段階にある次のような方です。 

 

○ 介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証は別ですのでご注意願います。 

 

【入居者負担第１段階】 

 生活保護を受けている方か、所属する世帯全員が市区町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方 

 

【入居者負担第２段階】 

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間８０ 

万円以下の方 

 

【入居者負担第３段階①】 

  世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、上記第２段階以外の方 

（課税年金収入額が８０万円超１２０万円以下の方） 

 

【入居者負担第３段階②】 

  世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、上記２段階以外の方 

  （課税年金収入額が１２０万円超の方） 

  

○ 入居者負担第４段階の入居者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所しその 

利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、「入居者負担第３段 

階」の利用料負担となります。 

 

○ その他詳細については、市区町村窓口でおたずね下さい。 
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  ◎配偶者所得の勘案 

   ・ご夫婦のどちらか一方が施設利用などの理由により別々に生活されていても、配偶者の所得も含

めて判定します。 

 

   ◎預貯金等の勘案 

・預貯金等の資産が以下の場合、該当となります。 

【第２段階】  単身（６５０万円）、夫婦（１、６５０万円） 

【第３段階①】単身（５５０万円）、夫婦（１、５５０万円） 

【第３段階②】単身（５００万円）、夫婦（１、５００万円） 

 

負担額一覧表（１日当たりの料金） 

入居者負担額 
居住費負担限度額 

（ユニット型個室） 

食費 

負担限度額 

【長期】 

食費 

負担限度額 

【短期】 

第
１
段
階 

市民税非課税世帯 

生活保護受給者 
８８０円 ３００円 ３００円 

第
２
段
階 

市民税非課税世帯 

課税年金収入額８０万円以下 
８８０円 ３９０円 ６００円 

第
３
段
階
① 

市民税非課税世帯 

課税年金収入額 

８０万円超以上１２０万円以下 １、３７０円 ６５０円 １、０００円 

第
３
段
階
② 

市民税非課税世帯 

課税年金収入額 

１２０万円超 １、３７０円 １、３６０円 １、３００円 
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 （７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について 

 算定項目 内訳（算定要件） 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

・５２円／日 

【２割負担：１０５円／日 ３割負担：１５７円／日】 

施設基準に掲げる算定式により算定した数が４０以上であるこ

と。地域に貢献する活動を行っていること。 

ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）の「基本型」を算定

しているものであること。 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

・５２円／日 

【２割負担：１０５円／日 ３割負担：１５７円／日】 

施設基準に掲げる算定式により算定した数が７０以上であるこ

と。地域に貢献する活動を行っていること。 

ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）の「在宅強化型」を

算定しているものであること。 

短期集中 

リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 

・２６５円／日 

【２割負担：５３０円／日 ３割負担：７９５円／日】 

医師の指示により、入居後３ケ月間理学療法士などによる集中

リハビリテーションを行い、かつ、原則入所時および月１回以

上ＡＤＬ評価を行うとともに、評価結果等の情報を厚生労働省

に提出し、必要に応じてリハビリ計画を見直している場合加算

されます。 

 

短期集中 

リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 

・２０６円／日 

【２割負担：４１１円／日 ３割負担：６１７円／日】 

医師の指示により、入居後３ケ月間理学療法士などによる集中

リハビリテーションを行った場合加算されます。 

認知症短期集中 

リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 

・２４６円／日 

【２割負担：４９３円／日 ３割負担：７３９円／日】 

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーショ

ンによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対

して、医師の指示により、入居後３ケ月間理学療法士などによ

る集中リハビリテーションを行い、かつ、入居者が退所後生活

する居宅または施設等を訪問し、生活環境を踏まえたリハビリ

テーション計画を作成している場合加算されます。 

認知症短期集中 

リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 

・１２３円／日 

【２割負担：２４７円／日 ３割負担：３７０円／日】 

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーショ

ンによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対

して、医師の指示により、入居後３ケ月間理学療法士などによ

る集中リハビリテーションを行った場合加算されます。 

再入所時栄養連携加算 

・４１１円／回 

【２割負担：８２２円／回 ３割負担：１、２３３円／回】 

介護老人保険施設の入居者が医療機関に入院し、施設入居時と

は大きく異なる栄養管理が必要となった場合（経管栄養又は嚥

下調整食の新規導入）であって、介護保険施設の管理栄養士が

当該医療機関での栄養食事指導に同席し、再入居後の栄養管理

について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画

の原案を作成し、当該介護保険施設へ再入居した場合に、１回

に限り加算されます。 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

外泊時費用 

・３７２円／日 

【２割負担：７４４円／日 ３割負担：１、１１５円／日】 

居宅における外泊をした場合は１月に６回を限度として所定単

位数に替えて１日に月３７２円を算定します。ただし、外泊の

初日及び最終日は含みません。 

初期加算(Ⅰ) 

・６２円／日 

【２割負担：１２４円／日 ３割負担：１８５円／日】 

次の基準のいずれかに適合する介護老人保健施設で、急性期医

療を担う医療機関の一般病棟の入院後３０日以内に退院し、施

設に入居した方について１日につき所定単位数が加算されま

す。 

・施設の空床情報について、地域医療情報ネットワーク等を通

じ、地域の医療機関と定期的に情報共有している。 

・空床情報について、施設のウェブサイトに定期的に公表し、

急性期医療を担う複数医療機関の入退院部門に対し、定期的に

情報共有を行っている。 

初期加算(Ⅱ) 

・３１円／日 

【２割負担：６２円／日 ３割負担：９３円／日】 

入居後３０日間に限って、上記の施設サービス費に加算されま

す。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

・２３円／日（Ⅰ） 

【２割負担：４５円／日 ３割負担：６８円／日】 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の

８０以上でありかつ、介護職員の総数のうち勤続年数１０年以

上の介護福祉士の占める割合が１００分の３５以上である場合

に加算されます。 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

・１８円／日（Ⅱ） 

【２割負担；３７円／日 ３割負担；５５円／日】 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の

６０以上である場合に加算されます。 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

・６円／日（Ⅲ） 

【２割負担：１２円／日 ３割負担：１８円／日】 

常勤職員が７５％以上配置されている場合加算されます。 

夜勤職員配置加算 

・２５円／日 

【２割負担：５０円／日 ３割負担：７４円／日】 

入居者の数が２０又はその端数が増すごとに１以上の数の夜勤

を行う介護職員・看護職員を２名を超えて配置している場合に

加算されます。 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 

・加算率：７．５％ 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行する為に経過的

な取り扱いとして、介護職員処遇改善加算が創設され加算されます。 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 

・加算率：７．１％ 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行する為に経過的

な取り扱いとして、介護職員処遇改善加算が創設され加算されます。 

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 

・加算率：５．４％ 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行する為に経過的

な取り扱いとして、介護職員処遇改善加算が創設され加算されます。 

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 

・加算率：４．４％ 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行する為に経過的

な取り扱いとして、介護職員処遇改善加算が創設され加算されます。 

ターミナルケア加算 

・死亡３１前～４５日前 ７４円／日 

【２割負担 １４８円】【３割負担 ２２２円】 

・死亡４日前～３０日前 １６５円／日 

【２割負担：３２９円／日 ３割負担：４９３円／日】 

・死亡前日～前々日 ９３４円／日 

【２割負担：１，８６９円／日 ３割負担：２，８０４円／日 

・死亡日 １，９５２円／日 

【２割負担：３，９０３円／日 ３割負担：５，８５４円／日】 

医師が医学的所見に基づき回復の見込みがないと診断した者。入居者又

はその家族の同意を得て入居者のターミナルケアに係る計画が作成され

ていること。医師・看護師・介護職員が共同して入居者の状態又は家族

の求めに応じて随時説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われて

いること。 

上記の場合、同意を得て加算されます。 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 

・４６３円／回 

【２割負担：９２５円／回 ３割負担：１、３８６円／回】 

入居予定日前３０日に以内又は入居後７日以内に居宅を訪問し、施設サ

ービス計画の策定及び診療方針を決定し、退所を目的とした施設サービ

ス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合加算されます。 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 

・４９３円／回 

【２割負担：９８６円／回 ３割負担：１、４７９円／回】 

入居予定日前３０日に以内又は入居後７日以内に居宅を訪問し、施設サ

ービス計画の策定及び診療方針を決定し、退所を目的とした施設サービ

ス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目

標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合加算

されます。 

※（Ⅰ）（Ⅱ）いずれかを算定している場合、もう一方の加算は算定でき

ません。 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

栄養マネジメント強化加算 

・１１円／日 

【２割負担：２２円／日 ３割負担：３３円／日】 

常勤の管理栄養士が配属され、入居者の栄養状態を施設入所時に把握

し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職

種の者が共同して、入居者ごとの摂食・嚥下機能及び食事形態にも配慮

した栄養ケア計画が作成され、栄養ケア計画に従い栄養管理を行ってい

るとともに、入居者の栄養状態を定期的に記録し、栄養ケア計画の進捗

状況を定期的に評価し必要に応じて当該計画を見直している場合に算定

されます。 

低栄養リスク改善加算 

・３０９円／回 

【２割負担：／６１７円／日 ３割負担：／９２５円／日】 

低栄養リスクの高い入居者に対して、多職種が協働して低栄養状態を改

善するための計画を作成し、この計画に基づき定期的に食事の観察を行

い、当該入居者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養、食事調整等を

行うなど、低栄養リスクの改善に関する対応をした際に算定されます。 

経口移行加算 

・２９円／日 

【２割負担：５８円／日 ３割負担：８６円／日】 

経管により食事を摂取する入居者について、経口摂取を進めるために、

医師の指示に基づく栄養管理を行った場合に１８０日を限度として１日

につき加算されます。 

経口維持加算（Ⅰ） 

・４１１円／月 

【２割負担：８２２円／月 ３割負担：１、２３３円／月】 

摂食機能障害で誤嚥が認められる入居者について、継続して経口摂取を

進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行った場合に加算されま

す。 

経口維持加算（Ⅱ） 

・１０３円／月 

【２割負担：２０６円／月 ３割負担：３０９円／月】 

摂食機能障害で誤嚥が認められ経口により食事を摂取している入居者に

対して医師の指示の指示に基づき水飲みテスト等を実施した場合に加算

されます。 

口腔衛生管理加算 

・９３円／月 

【２割負担：１８５円／月 ３割負担：２７８円／月】 

口腔機能維持管理体制加算を算定し、歯科医師の指示を受けた歯科衛生

士が、入居者に対し、口腔ケアを月２回以上行った場合に加算されま

す。 

療養食加算 

・６円／回 

【２割負担：１２円／回 ３割負担：１８円／回】 

医師の指示により入居者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量およ

び内容の療養食を提供した場合は、１日につき加算されます。 

緊急時治療管理加算 

・５２５円／日 

【２割負担：１、０５０円／日 ３割負担：１、５７４円／日】 

入居者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行なった場合

は、１日につき加算されます。 

認知症行動 

心理症状緊急対応加算 

・２０６円／日 

【２割負担：４１１円／日 ３割負担：６１７円／日】 

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった入居者を受け入れ

た場合に加算されます。 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

所定疾患施設療養費（Ⅰ） 

・２４２円／日 

【２割負担：４８３円／日 ３割負担：７２４／日】 

肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した入居者に対し診療を提供した場

合に加算されます。 

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 

・４８８円／日 

【２割負担：９７６／日 ３割負担：１、４３４／日】 

肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した入居者に対し診療を提供しその

診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置

内容を診療録に記載し、実施状況を公表している場合に加算されます。 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

・３円／回 

【２割負担６円／回 ３割負担：９円／回】 

以下の要件を満たしている場合加算されます。 

（イ）入居者または入居者ごとに、施設入所時または利用開始時に褥瘡

の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、

施設入居時または利用開始時に評価し、その後少なくとも３月に１回評

価すること。 

（ロ）イの確認および評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡

管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用していること。 

（ハ）イの確認の結果、褥瘡が認められ、またはイの評価の結果、褥瘡

が発生するリスクがあるとされた入居者または入居者ごとに、医師、看

護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同

して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

・１３円／回 

【２割負担：２７円／回 ３割負担：４０円／回】 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等におい

て、施設入居時等の評価の結果、褥瘡の認められた入居者等について、

当該褥瘡が治癒した場合、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた

入居者等について、褥瘡の発生のない場合に加算されます。 

排せつ支援加算（Ⅰ） 

・１０円／月 

【２割負担：２０円／月 ３割負担：３１／月】 

入居者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連

携した看護師が施設入居時に評価するとともに、少なくとも３ヶ月に１

回、評価を行い、その結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援にあた

って当該情報を活用している場合に加算されます。 

排せつ支援加算（Ⅱ） 

・１６円／月 

【２割負担：３１円／月 ３割負担：４７／月】 

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施設

入居時の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、当施

設入居時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善する

とともにいずれに悪化がない、又は、おむつ使用ありから使用なしに改

善、又は市背う遅入所時、利用開始時に尿道カテーテルが留置された者

について、尿道カテーテルが抜去されている場合に加算されます。 

排せつ支援加算（Ⅲ） 

・２１円／月 

【２割負担：４１円／月 ３割負担：６２／月】 

排せつ支援加算（Ⅱ）の算定要件を満たしている施設等において、施設

入居時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施

設入居時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善する

とともにいずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに

改善している場合に加算されます。 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

かかりつけ医 

連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 

・１４３円／回 

【２割負担：２８７円／回 ３割負担：４３１円／回】 

＜入居前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合＞ 

① 医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講 

② 入居後１月以内に、状況に応じて入居者の処方の内容を変更する可能

性があることについて主治医に説明し、合意している。 

③ 入居前に当該入居者に６種類以上の内服薬が処方されており、施設の

医師と主治医が共同し、入居中に処方内容を総合的に評価・調整し、療

養上必要な指導を行う。 

④ 入居中に処方内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関

係職種間で情報共有を行い、変更後の入居者の状態等について、多職種

で確認を行う。 

⑤ 入居時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の

状態等について、退所時又は退所後１月以内に主治医に情報提供を行

い、診療録に記載する。 

かかりつけ医 

連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 

・７１円／回 

【２割負担：１４３円／回 ３割負担：２１５円／回】 

＜施設において薬剤を評価・調整した場合＞ 

• かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イの要件①、④、⑤の基準のいず

れにも適合していること。 

• 入居前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設に

おいて、入居中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養

上必要な指導を行うこと。 

かかりつけ医 

連携薬剤調整加算（Ⅱ） 

・２４６円／回 

【２割負担：４９３円／回 ３割負担：７３９円／回】 

＜服薬情報を LIFE に提出＞ 

• かかりつけ医連携薬剤調整加算 （Ⅰ）イ又はロを算定している。 

• 入居者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当

該情報その他薬物療法の適切な実施のために必要な情報を活用してい

る。 

かかりつけ医 

連携薬剤調整加算（Ⅲ） 

・１０３円／回 

【２割負担：２０６円／回 ３割負担：３０９円／回】 

＜退居時に、入居時と比べて１種類以上減薬＞ 

• かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定している。 

• 退所時において処方されている内服薬の種類が、入居時に処方されてい

た内服薬の種類に比べて１種類以上減少している。 

在宅サービスを利用したとき

の費用 

・８２２円／日 

【２割負担：１、６４４円／日 ３割負担：２、４６５円／日】 

入居者に対して居宅における外泊を認め、当該入居者が介護老人保健施

設により提供される在宅サービスを利用した場合は、１月に６日を限度

として加算されます。 

試行的退所時指導加算 

・４１１円／回 

【２割負担：８２２円／回 ３割負担：１、２３３円／回】 

入居者等に対して、退所時に在宅療養に関する指導を行った場合。 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

退所時情報提供加算(Ⅰ) 

・５１４円／回 

【２割負担：１、０２７円／回 ３割負担：１、５４１円／回】 

居宅へ退所する入居者について、退所後の主治の医師に対して入居

者を紹介する場合、入居者の同意を得て、当該入居者の診療情報、

心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入居者１人に

つき１回に限り算定する 

退所時情報提供加算(Ⅱ) 

・２５７円／回 

【２割負担：５１３円／回 ３割負担：７７０円／回】 

医療機関へ退所する入居者等について、退居後の医療機関に対して

入居者等を紹介する際、入居者等の同意を得て、当該入居者等の心

身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入居者等１人に

つき１回に限り加算されます。 

退所前連携加算 

・５１４円／回 

【２割負担：１、０２７円／回 ３割負担：１、５４１円／回】 

入居者等に対して退所後、入居者が希望する指定居宅介護支援事業

者に診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、かつ指定居

宅介護支援事業者と連携してサ－ビス利用の調整をした場合。 

訪問看護指示加算 

・３０９円／回 

【２割負担：６１７円／回 ３割負担：９２５円／回】 

退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対し指

示書を交付した場合。 

協力医療機関連携加算 

（要件満たす場合、２０２４年度） 

・１０３円／回 

【２割負担：２０６円／回 ３割負担：３０９円／回】 

協力医療機関が以下の要件を満たし、かつ入居者の同意を得て当該

入居者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場

合加算されます。 

① 入居者等の病状が急変した場合等において、医師または看護職員

が相談対応を行う体制を常時確保している。 

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合、診療を行う体制を

常時確保している。 

③入居者等の病状が急変した場合等に、入院を要すると認められた

入居者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している。 

協力医療機関連携加算 

（要件満たす場合、２０２５年度～） 

・５１円／回 

【２割負担：１０３円／回 ３割負担：１５４円／回】 

協力医療機関が以下の要件を満たし、かつ入居者の同意を得て当該

入居者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場

合加算されます。 

① 入居者等の病状が急変した場合等において、医師または看護職員

が相談対応を行う体制を常時確保している。 

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合、診療を行う体制を

常時確保している。 

③ 入居者等の病状が急変した場合等に、入院を要すると認められた

入居者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している。 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

協力医療機関連携加算 ・５円／回 

【２割負担：１０円／回 ３割負担：１６円／回】 

入居者の同意を得て当該入居者等の病歴等の情報を共有する会議

を定期的に開催している場合加算されます。 

高齢者施設等感染対策向上加（Ⅰ） ・１０円／回 

【２割負担：２０円／回 ３割負担：３１円／回】 

以下の要件を満たす場合加算されます。 

・感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関と

の間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保してい

る。 

・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発

生時等の対応を取り決め、感染症の発生時等に連携し適切に対応

している。 

・診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加

算に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に行

う院内感染対策に関する研修又は訓練に年に１回以上参加してい

る。 

高齢者施設等感染対策向上加（Ⅱ） ・５円／回 

【２割負担：１０円／回 ３割負担：１６円／回】 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関

から、３年に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御

等に係る実地指導を受けている場合に加算されます。 

新興感染症等施設療養費 ・２４６円／回 

【２割負担：４９３円／回 ３割負担：７３９円／回】 

入居者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相

談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、感染

した入居者等に対し、適切な感染対策を行った上で、介護サービ

スを行った場合に、月１回、連続する５日を限度として算定され

ます。 

業務継続計画未実施減算 所定の単位数の１００分の３に相当する単位数 

以下の基準に適合していない場合、減算されます。 

・ 感染症や非常災害発生時に入居者へのサービス提供を継続的に

実施するための業務継続計画を策定している 

・ 当該計画に従い必要な措置を行っている 

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定の単位数の１００分の１に相当する単位数 

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられ

ていない場合、減算されます。 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

の活用可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図る 

・ 虐待の防止のための指針を整備する 

・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する 

・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） ・１５４円／回 

【２割負担：３０８円／回 ３割負担：４６２円／回】 

以下の要件を満たす場合加算されます。 

（１） 事業所または施設における入居者または入居者の総数のうち、

日常生活に対する注意を必要とする認知症の入居者の占める割合が２

分の１以上であること。 

（２）認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応（以下

「予防等」）に資する認知症介護の指導に関する専門的な研修を修了

している者、または認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行

動・心理症状の予防等に資する研修を修了した者を１名以上配置し、

かつ、複数の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチ

ームを組んでいる。 

（３） 個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評

価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチ

ームケアを実施している。 

（４） 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについ

て、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の

有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直

し等を行っている。 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） ・１２３円／回 

【２割負担：２４７円／回 ３割負担：３７０円／回】 

以下の要件を満たす場合加算されます。 

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)の（１）、（３）、（４）に掲げる基準に

適合すること。 

・ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的

な研修を修了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員

から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。 

退所時栄養情報連携加算 ・７１円／回 

【２割負担：１４３円／回 ３割負担：２１５円／回】 

・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入居者または低栄養状

態にあると医師が判断した入居者を対象とする。 

※医師の発行する食事箋に基づく栄養量及び内容を有する腎臓病食、 

肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、

痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及

び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く）。 

・管理栄養士が、退居先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に

関する情報を提供する。 

・１月につき１回を限度として所定単位数を算定する。 
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（７）介護保険対象のサ-ビス費用(加算)内訳について（続き） 

 算定項目 内訳（算定要件） 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ・４１円／回（Ⅰ） 

【２割負担：８２円／回 ３割負担：１２３円／回】 

入所者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の

入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出してい

ること。必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供

に当たって、上記に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供

するために必要な情報を活用している場合に加算されます。 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ・６２円／回（Ⅱ） 

【２割負担：１２３円／回 ３割負担：１８５円／回】 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）の要件に加えて、入所者ごとの疾病、服

薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出し必要に応じて施設サービス計

画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記に規定する情報その

他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している

場合に加算されます。 

安全対策体制加算 ・２１円／回 

【２割負担：４１円／回 ３割負担：６２円／回】 

事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研

修の実施及びこれらを適切に実施するための担当者の配置を備えている

場合に加算されます。 

自立支援促進加算 ・３０９円／回 

【２割負担：６１７円／回 ３割負担：９２５円／回】 

継続的に入居者ごとの自立支援を行い、少なくとも３月に１回医学的評

価の見直しを行うとともに結果等の情報を厚生労働省に提出している場

合に加算されます。 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） ・１０３円／回 

【２割負担：２０６円／回 ３割負担：３０９円／回】 

以下の要件を満たす場合加算されます。 

・（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成

果が確認されていること。 

・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。 

・職員間の適切な役割分担（介護助手の活用等）の取組等を行っている

こと。 

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータのオン

ラインでの提出を行うこと。 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） ・１０円／回 

【２割負担：２０円／回 ３割負担：３１円／回】 

以下の要件を満たす場合加算されます。 

・入居者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上

で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている

こと。 

・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。 

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータのオン

ラインでの提出を行うこと。 
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 （８）利用者全額負担のサービス費用内訳について 

区分 利用料 

食費 

・２、２００円／日 

食費は食材料費および調理員の人件費などの調理費をもとに積算してい

ます。外泊や入院などで、施設の食事を欠食される場合は必ず事務室に

ご連絡下さい。 

特別な食費 

・希望により５００円（税別）／特別メニュー実施日 

元旦、敬老の日祝賀会等の特別なメニューの場合は、通常の食費に加算

させていただきます。 

居住費 

・２、５００円／日 

全室個室ですので、光熱水費をもとに実費計算しています。又外泊など

の理由により本施設を不在にされる期間中でも、月６日間に限り居室の

維持管理として、規定の居住費（２、５００円）を請求させていただき

ます。 

特別室室料 

・１、０００円／日 

テレビ、ブレザー箪笥、木製ベッド、ベランダ、個室トイレなど快適な

住居環境の設備となっております。 

洗濯代 
・業者委託６５０円／１ｋｇ（税別） 

私物の洗濯を業者に依頼された場合にお支払いいただきます。 

電気代 

・電気製品を持込んでいただいた場合、１製品１日あたり２０円（税

別）をお支払いいただきます。 

・テレビの持ち込みは１日あたり６０円（税別）をお支払いいただきま

す。※特別室備付けのテレビは含みません。 

理容・美容サービス 

・２つの業者からお選びいただけます。 

① あおぞらの料金は以下の通りとなっております。【税込】 

顔剃り・カット２、２００円、顔剃り５５０円 

カット１、６５０円、カラー（カット込）４、９５０円 

パーマ（カット込）４、９５０円 

② リンデン B・I の料金は以下の通りとなっております。【税込】 

顔剃り・カット２、７５０円、顔剃り１、１００円 

カット２、２００円、カラー（カット込）６、０５０円 

パーマ（カット込）７、７００円 

※ユニット職員に申し込みください。 

※あおぞら月２回実施、リンデン B・I 仙台青葉・仙台泉は申込状況に

より実施日を調整します。 

健康管理費 

・要した費用の実費（１、０００円／枚 公費負担の場合） 

インフルエンザ予防接種、コロナワクチン予防接種に係る費用、それぞ

れ予防接種を希望された場合やその他の必要な健診にお支払いいただき

ます。 

診断書等の文書発行費 

入居者やその家族の希望によって発行する診断書等の文書の発行費。 

尚、その際に掛かる検査等の費用につきましては、別途請求させていた

だきます。【税別表示】 

簡単な証明書 １、０００円／枚 

入居証明書  ５、０００円／枚 

簡単な診断書 ３、０００円／枚 

複雑な診断書 ７、５００円／枚 

死亡診断書  １０、０００円／枚 
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１０、要望または苦情申立先 

申立先 連絡先 

当施設ご利用相談室 

苦情対応責任者：施設長 

窓口担当者：事務長 

窓口担当者：支援相談員、支援専門員 

ご利用時間：毎日８：３０～１７：３０ 

受付電話：０２２－７７１－８８１１ 

※事務所入口と各階エレベーターホールには、専用用紙と『ご意見箱』

を設置しております。 

仙台市健康福祉局 

介護事業支援課 

施設指導係 

所在地 仙台市青葉区国分町３－７－１ 

電話０２２－２１４－８３１８  

FAX０２２－２１４－４４４３ 

受付時間 毎週月～金曜日 ８：３０～１７：００ 

泉区役所 

介護保険課介護保険係 

所在地 仙台市泉区泉中央１－１－１ 

電話０２２－３７２－３１１１  

FAX０２２－３７２－８００５ 

受付時間 毎週月～金曜日 ８：３０～１７：００ 

国民健康保険団体連合会 

所在地 仙台市青葉区上杉１－２－３ 

電話０２２－２２２－７７００  

FAX０２２－２２２－７２６０ 

受付時間 毎週月～金曜日 ８：３０～１７：００ 
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１１、協力医療機関 

ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る）を定めることを義務付ける（複数の医療機関を

定めることで要件を満たしても差し支えない）。その際、義務付けにかかる期限を３年とし、連携体制に係る実態

把握と必要な対応について検討する。 

 ① 入居者が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している。 

 ② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している。 

 ③ 入居者の急変が生じた場合等に、当該施設の医師または協力医療機関、その他の医療機関の医師が診療

を行い、入院を要すると認められた際、入院を原則として受け入れる体制を確保している。 

 

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入居者の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該協力医療機関

の名称等について、指定を行った自治体に提出する。 

 

ウ 入居者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入居でき

るように努める。 

①医療機関の名称 仙台徳州会病院 

所在地 仙台市泉区高玉町９－８ 

電話番号 ０２２－７７１－５１１１ 

診療科 内科、外科、整形外科、放射線その他 

入院設備 あり 

救急指定の有無 あり 

②医療機関の名称 中嶋病院 

所在地 仙台市宮城野区大梶１５－２７ 

電話番号 ０２２－２９１－５１９１ 

診療科 内科、外科、整形外科、脳神経外科その他 

入院設備 あり 

救急指定の有無 あり 

③医療機関の名称 仙台オープン病院 

所在地 仙台市宮城野区鶴ケ谷５丁目２２−１ 

電話番号 ０２２－２５２－１１１１ 

診療科 
消化器科、循環器内科、呼吸器内科、総合診療科、消化器外科 

一般外科、心臓血管外科、呼吸器外科、放射線科、麻酔科、救急科 

入院設備 あり 

救急指定の有無 あり 

④医療機関の名称 
独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 

略称：JCHO 仙台病院 （ジェイコーセンダイビョウイン） 

所在地 仙台市泉区紫山２丁目１－１ 

電話番号 ０２２－３７８－９１１１ 

診療科 

総合診療科、腎センター内科、高血圧・糖尿病内科、呼吸器科 

消化器科、循環器科、外科・移植外科、創傷ケアセンター 

整形外科、腰痛・仙腸関節センター、皮膚科、泌尿器科 他 

入院設備 あり 

救急指定の有無 あり 

契約の概要 
当施設と病院（①、②、③、④）とは、入居者に病状の急変があった場

合、即座に連携を取り、医師の指示にしたがいます。 
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１２、協力歯科医療機関 

①歯科医療機関の名称 川俣歯科医院 

所在地 仙台市太白区砂押町２２－２３ 

電話番号 ０２２－２４６－８４８４ 

②歯科医療機関の名称 
一般社団法人 仙台歯科医師会 

在宅訪問・障害者・休日夜間歯科診療所 

所在地 仙台市青葉区五橋２－１２－２ 

電話番号 ０２２－２６１－７３４５ 

③歯科医療機関の名称 エイコデンタルケア 

所在地 仙台市青葉区木町通１－６－２８ライオンズマンション晩翠通２階 

電話番号 ０２２－７９７－５２５０ 

④歯科医療機関の名称 泉ヶ丘しほ歯科・訪問歯科 

所在地 仙台市泉区泉ヶ丘４丁目９－１２ 

電話番号 ０２２―７２５―７７２８ 

契約の概要 

ユニットケア泉入居者に歯科医療の必要性があり、ユニットケア泉及び

ユニットケア泉のサービス入居者本人または入居者家族が要請した場

合、①と②と③と④は歯科医師や歯科衛生士を必要に応じて派遣するも

のとする。 

 

１３、事故発生時の対応 

事故発生時の対応 

・当法人は、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに保

険者および関係各機関ならびに入居者のご家族または身元引受人に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じます。 

・当法人は、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、天災地異等不可抗力による場合を除き、速やかに誠意をもって損害

賠債を行います。ただし、当該事故の発生につき、入居者の側に重過失

がある場合は、損害賠償の額を減じることがあります。 

事故発生時の賠償について 
・当法人は、万一の事故の発生に備えて、保険会社の賠償責任保険に加

入しております。 

 

１４、非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「ユニットケア泉消防計画」にのっとり対応を行います。 

平常時の訓練等 

防災設備 

別途定める「ユニットケア泉消防計画」にのっとり年２回以上夜間及び昼間を想定

した避難訓練を実施します。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー 有 防火戸 有９ヵ所 
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１５、当施設ご利用の際に留意いただく事項 

項目 留意内容 

面会 

面会希望者は、来所日時を事前に施設にお知らせいただく等、面会に関

するルールをお守りください。 

感染症流行期に関しては、面会をお断りする場合もございます。また面

会の対応については感染流行状況を考慮し判断して参ります。 

外出・外泊 

外出・外泊の前日まで、施設に連絡をお願いします。 

またご本人の心身の状況については、必ず支援相談員・支援専門員から

ご確認ください。外出・外泊中に体調不良などで受診をされた場合、必

ず施設にご連絡ください。 

居室・設備・器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は、本来の用法にしたがってご利用くださ

い。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただく

ことがあります。 

喫煙・飲酒 敷地内禁煙。飲酒は制限させていただきます。 

迷惑行為等 
騒音等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみ

に他の入居者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

金銭・貴重品等の管理 紛失の恐れがありますので十分注意してください。 

備品などの持込 備品によっては持込を制限させていただくこともあります。 

宗教活動・政治活動 
思想、宗教等に関してはご自由ですが、施設内で他の入居者に対する宗

教活動および政治活動はご遠慮ください。 

営利行為 禁止しております。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はご遠慮ください。 

 

１６、年間行事計画 

１月 正月もちつき ７月 七夕 

２月 節分 ８月 夏祭り 

３月 ひな祭り ９月 敬老の日 

４月 お花見 １０月 芋煮・運動会 

５月 家族交流会 １１月 文化祭 

６月 創立記念日 １２月 クリスマス 

  （平成２０年１１月現在 毎月１回第３金曜日特別行事） 
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介護老人保健施設入居利用同意書 

兼 利用料支払に関する保証書 

 

介護老人保健施設サービスの提供の開始に際し、以下の入居者の入居を認めます。 

 

                                                                                         令和   年   月   日 

   医療法人 共和会 

    介護老人保健施設 ユニットケア泉      施 設 長                         ㊞ 

 

  介護老人保健施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき入居利用約款の説明を行いました。 

                                         令和   年   月   日 

    介護老人保健施設 ユニットケア泉 

                 説明者氏名      氏 名                          ㊞ 

 

  私は、本書面に基づいて事業者上記説明者から入居利用約款の説明を受け、介護老人保険施設入居利用

に同意し、本書２通を作成、記名捺印の上、各一通を保管致します。 

 

 

                                            令和    年    月    日 

 

        入居者 

 

 

 

  

 

身元保証人（緊急連絡先／請求書、領収書等の送付先） 

私は上記の者の施設利用料支払に関して遅延することなくその義務を負う事を保証します。 

 

住所 

氏名                               ㊞ 

住所 

氏名                               ㊞ 

電話番号① 

電話番号② 

備考 

 


